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平成１７年１２月に合併して誕生した本市では、合併による効果を最大限に発揮し、簡素

で効率的な行政体制の確立を目指し、平成１８年１０月に「第１次いすみ市定員適正化  

計画」（平成１８年度～平成２２年度）を策定しました。以降、第２次計画（平成２３年度～ 

平成２７年度）及び第３次計画（平成２８年度～平成３２年度）を策定し、継続した組織機構

の見直しや新規採用の抑制をはじめとする各種行政改革の取り組みにより、合併してから

１５年間で合わせて１７０名超の職員数の削減を達成しました。この定員適正化による人件

費の抑制は、新たな市民サービスの貴重な財源を生むことにつながっています。 

しかしながら、合併後６千人を超える人口が減少し、かつ急速な少子高齢化が進展する

中で、税収の担い手となる生産年齢人口の減少や合併による普通交付税の特例措置が 

令和２年度で終了することなどから、自主財源の乏しい本市においては、今後、これまで 

以上に厳しい財政運営となることが予想されます。 

こうした背景の下、地方自治の基本である「最小の経費で最大の効果」をあげるため、 

経常的経費の節減、とりわけ義務的経費に占める割合が高い人件費の抑制についても 

継続して注視していく必要があります。 

今後は「いすみ市第２次総合計画」及び「第２期いすみ市まち・ひと・しごと創生総合  

戦略」に基づく各施策に取り組み、雇用の創出や地場産業の活性化等、地域の経済力を

高めていく必要があります。また、社会の状況の変化や国・県からの事務の権限移譲、   

最近では令和元年度から始まった旅券発行事務などの事務量の増加に対応する人員の

確保や人材育成等がますます重要となります。 

さらに、近年発生している甚大な風水害や、高い確率で発生することが見込まれている

南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害のリスク、加えて新型コロナウイルス感染

症の拡大に備えるなど、さまざまな課題に対応し、「新たな日常」へ転換していくことが求め

られます。 

これらを踏まえ、あらゆる状況にも的確に対応し、未来を見据えた行政運営と良質な  

市民サービスの提供を図ることを目的として、第４次いすみ市定員適正化計画を策定   

します。 

 

 

１．第４次いすみ市定員適正化計画策定にあたって 
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（１）職員数の推移 

いすみ市は、平成１７年１２月に３町が合併して誕生し、合併時の職員数は同規模の 

自治体と比較して多い状態でした。市では過剰な職員数を是正するために、いすみ市行財

政改革大綱に基づく組織改革や事務事業の見直し、効率的な職員配置、アウトソーシング

の推進などにより、計画的な職員数の削減に取り組んできました。職員数は、第１次から 

第３次までの１５年にわたるいすみ市定員適正化計画を推進した結果、令和３年度には、

計画どおり合併時職員数の３３％に当たる１７２名が削減され、３５０名となる予定です。 

 

（表１・グラフ１）職員数と人口の推移                                （単位：人、％） 

H17 H18 H23 H28 H29 H30 H31 R2 R3(予定)

計画目標職員数 - 506 436 380 367 359 358 351 350

職員数 522 506 426 373 357 354 352 342 350

計画目標対比 - 0 ▲ 10 ▲ 7 ▲ 10 ▲ 5 ▲ 6 ▲ 9 0

対H17年増減数 - ▲ 16 ▲ 96 ▲ 149 ▲ 165 ▲ 168 ▲ 170 ▲ 180 ▲ 172

対H17年削減率 - ▲ 3.1 ▲ 18.4 ▲ 28.5 ▲ 31.6 ▲ 32.2 ▲ 32.6 ▲ 34.5 ▲ 33.0

人口 43,579 43,442 41,856 39,762 39,189 38,574 38,062 37,500 -
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※職員数は各年４月１日現在 

※人口は各年３月３１日現在の住民基本台帳人口（Ｈ１７は１２月１日現在） 

 

２．これまでの定員適正化の取り組みと現状 
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（２）職員の年齢構成 

令和２年４月１日現在の年齢構成をみると、４０歳代の職員の割合が多い一方、合併 

以降の採用を抑制していたこと等により、２０歳代の若年層の職員数が少ない状況となって

います。 

 

（表２・グラフ２）年齢別職員数                                     （単位：人、％）
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（３）類似団体との比較 

類似団体とは、総務省が毎年度作成する「類似団体別職員数の状況」において、全国

の市区町村を指定都市、中核市、施行時特例市、特別区、その他の一般市、町村に区分

し、さらにその他の一般市と町村を「人口」と「産業構造」の要素により分類したもので、  

いすみ市は一般市の「Ⅰ-１」（人口 50,000 人未満、産業構造Ⅱ次・Ⅲ次９０％未満かつ  

Ⅲ次５５％以上）の類型区分に属しています。 

平成３１年度の本市が属する類型区分（当該区分に属する全国の団体数は１２７団体）

の普通会計部門の平均職員数は３６９人であるのに対し、本市職員数は４５人少ない３２４

人となっています。 

この中で、保育所職員については、本市の保育所配置職員数は７２人であり、同一類型

区分の平均職員数４２人と比較すると３０人超過しています。 

保育所を除いた比較では、同一類型区分の平均職員数の３２７人に対し、本市は２５２

人と７５人少ない状況であり、大幅に下回っています。 

なお、保育所職員が超過しているのは、同規模の他市と比較して保育所数が多いという

本市の現状が要因として挙げられます。 

また、人口千人当たりの職員数の比較においては、類似団体の平均が１１．３０人で  

あるのに対し、本市は８．４７人で２．８３人少なくなっています。 

 

 

（表３）類似団体の人口と職員数の比較                                （単位：人） 

区分 人口
普通会計
職員数

人口千人
当たり職員数

職員１人
当たり人口

い す み 市 38,242 324 8.47 118.03

類似団体平均 32,643 369 11.30 88.46

比 較 5,599 ▲ 45 ▲ 2.83 29.57
 

※職員数は「平成３１年度地方公共団体定員管理調査結果（総務省）」より引用 

※人口は平成３１年１月１日現在の住民基本台帳人口であり、類似団体平均は単純平均 
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（表４）部門別職員数の類似団体との比較                               （単位：人） 

いすみ市
（H31.4.1）

類似団体平均
（修正値）

超過数

79 97 ▲ 18

21 22 ▲ 1

104 81 23

う ち 保 育 所 72 42 30

う ち 保 育 所 以 外 32 39 ▲ 7

33 46 ▲ 13

20 33 ▲ 13

16 14 2

13 29 ▲ 16

286 322 ▲ 36

38 47 ▲ 9

324 369 ▲ 45

10

18

28

352合計

公営企業等会計

一般行政計

教育部門

普通会計

水 道

そ の 他

区分

議 会 ・ 総 務

税 務

民 生

衛 生

農 林 水 産

商 工

土 木

 

※職員数は「平成３１年度地方公共団体定員管理調査結果（総務省）」より引用 

※公営企業等会計の「その他」は、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者  

医療特別会計の職員数 

※類似団体平均では、市区町村毎に実施している事業にばらつきがある公営企業等会計部門職員

数は対象から除外されています。 
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（１）定員適正化の基本的な考え方 

これまでの第１次から第３次までの定員適正化計画においては、合併による余剰人

員の削減に加え、行政効率化や事業の見直しを図ることで職員数を削減してきました。 

その結果、職員数は類似団体と比較し非常に少ない状況となり、現在の行政運営を

持続するためには必要最小限の人数となっています。 

一方で、今後も人口減少はさらに進み、国立社会保障・人口問題研究所が公表して

いる将来推計人口における本市人口は、２０３０年（令和１２年）には３０，９４９人と推計

されています。（「参考資料（２）将来推計人口」を参照） 

今後１０年間を見据え、前期の５年間の目標として現在１０施設ある保育所の統廃合

を進め、職員数の削減を図ります。また、後期の５年間の課題として、夷隅及び岬地域

市民局や３つの公民館等の統廃合を検討し、将来にわたってもすべての市民が幸せで

安心して暮らせるいすみ市であるために適正な定員管理を実施します。 

 

（２）計画期間 

令和３年度から令和７年度までを第４次いすみ市定員適正化計画の計画期間としま

す。 

 

（３）取り組み事項 

上記（１）の基本的な考え方の下、第４次いすみ市定員適正化計画においては、次の

とおり取り組むこととします。 

 

①一般行政職員 

一般行政職にあっては、今後、年齢構成のバランスを踏まえた計画的な採用を行い、 

現在の職員数を維持しながら、施設の再編状況を考慮して、適正な定員管理に努めま

す。 

 

②保育所職員 

保育所は、児童数の減少（「参考資料（５）保育所児童数の推移」を参照）や施設の

老朽化が大きな課題となる中、夷隅地域においては旧３保育所の統合を行った結果、

夷隅こども園となり、多くの子どもたちが集まることによって、活気があり、心豊かに 

育つ環境整備を推進できています。 

３．定員適正化計画 
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一方、大原地域及び岬地域の保育所において、施設の統廃合が進まないことが  

職員数超過の要因にもなっています。 

子どもたちにとって安心、安全で充実した機能を備えた施設・設備づくりを推進する

とともに、将来の推計人口を考慮し、適切な環境及び保育の質の確保・向上を図る  

ため、保育所の統廃合を実施し、職員数の見直しを行います。 

 

（表５） 年度別職員数の目標                                     （単位：人）  

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

350 350 348 343 340 330

286 286 284 279 276 266

うち保育所 71 71 69 64 61 51

38 38 38 38 38 38

324 324 322 317 314 304

9 9 9 9 9 9

17 17 17 17 17 17

26 26 26 26 26 26小計

区分

４月１日
職員数

総数

普
通
会
計

一般行政部門

教育部門

小計

公
営
企
業
等
会
計

水道

その他
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（４）具体的対策 

第４次いすみ市定員適正化計画においては、次に掲げる対策を重点的に取り組む  

こととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 組織体制の見直し 

合理的かつ効率的な組織の編成及び適材適所の人員配置の実施など、常に  

改善の意識を持ち行政運営を行います。 

また、少数精鋭主義の体制を継続するため、研修等を強化し、職員一人ひとりの

資質の向上を図ります。 

② 組織体制の見直し 

③ 適正な採用形態の確保 

① 公共施設の統廃合の推進 

④ 新しい技術を活用した事務の改善 

⑤ 民間活力の導入の推進 

 

① 公共施設の統廃合の推進 

合併前の旧町で保有していた施設をそのまま運営しており、類似した機能を持つ

施設の維持・管理に莫大な費用がかかっています。重複している施設の統廃合を 

行い、施設の適正化と効率的な管理運営を図ります。 

特に、保育所については、児童数の減少によって、望ましい保育環境の確保と 

いう課題にも直面しています。 

子どもたちの育ちを支える環境づくりを図るため、保育所の統廃合を推進します。 
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③ 適正な採用形態の確保 

定年退職者等の補充については、職種や業務ごとにその必要性を十分に精査 

したうえで、将来の年齢構成にひずみが生じないよう配慮し、民間経験等のある   

キャリア採用を含めた適切な採用を図ります。 

また、臨時的業務や補助的業務については会計年度任用職員を、専門性が高く

期限が定められている業務については任期付職員を、これまでの公務により培った

知識・経験が必要な業務には再任用職員と、柔軟な採用を行い、効果的かつ効率

的な行政運営と経費節減に努めます。 

 

 ④ 新しい技術を活用した事務の改善 

近年急速に発展しているＩＣＴ（情報通信技術）やＲＰＡ（ロボットによる業務の自動

化）等の新たな技術の導入を検討します。業務の自動化、省力化を図ることに   

よって、市民サービスの向上につながる業務に注力し、より良い市民生活の実現に

努めます。 

 

 

 

⑤ 民間活力の導入の推進 

地域商社（株式会社ＳＯＴＯＢＯ ＩＳＵＭＩ）との連携をはじめとし、民間活力を活用

しながら、地域課題の解決を図ります。 

また、市民サービスや費用対効果等の内容を総合的に検討し、民間で行った  

方が効率的で良いサービスが提供できることについては、民間委託の推進や指定

管理者制度のさらなる導入を推進します。 
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（１）計画の公表 

この計画は、毎年定期的に進捗状況を公表します。 

 

（２）計画の見直し 

この計画は、国で検討されている定年引き上げを含む地方公務員制度の改正等、 

状況の変化に応じて必要な見直しを行うものとします。 

４．計画の公表と見直し 
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【参考資料】 

（１）職種別年齢構成（令和２年４月１日現在）                              （単位：人） 

年齢 ～19歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳～

職種 ～24歳 ～29歳 ～34歳 ～39歳 ～44歳 ～49歳 ～54歳 ～59歳

1 12 17 21 23 49 56 33 30 1 243

0 1 2 6 3 3 4 2 0 0 21

0 6 10 9 10 4 10 4 9 0 62

0 0 0 0 0 2 5 1 8 0 16

1 19 29 36 36 58 75 40 47 1 342

合計

行政職

看護師等

保育士

技能労務職

合　計

 

年齢 ～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～ 計

男 1 6 12 15 13 34 48 25 26 1 181

女 0 6 5 6 10 15 8 8 4 0 62

合計 1 12 17 21 23 49 56 33 30 1 243

行政職

 

年齢 ～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～ 計

男 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3

女 0 1 2 6 3 3 2 1 0 0 18

合計 0 1 2 6 3 3 4 2 0 0 21

看護師等

 

年齢 ～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～ 計

男 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

女 0 6 10 8 9 4 10 4 9 0 60

合計 0 6 10 9 10 4 10 4 9 0 62

保育士

 

年齢 ～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～ 計

男 0 0 0 0 0 2 3 1 3 0 9

女 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 7

合計 0 0 0 0 0 2 5 1 8 0 16

技能労務職

 

 

（２）将来推計人口（各年 10 月１日時点の推計人口、2015 年は国勢調査による実績値）   （単位：人）         

いすみ市 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

総数 38,594 36,118 33,553 30,949 28,308 25,677 23,151

男性 18,719 17,561 16,317 15,032 13,729 12,445 11,230

女性 19,875 18,557 17,236 15,917 14,579 13,232 11,921

 （出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成 30 年推計） 
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（３）年齢別構成グラフ（令和２年４月１日現在）                             （単位：人） 
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人
数

年齢

 

 

（４）部門別削減状況                                             （単位：人） 

増減数

平成17年① 平成18年 平成23年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年② ②－①

議　　会 7 5 4 4 4 4 4 4 ▲ 3

総務・企画 97 94 75 76 74 75 75 73 ▲ 24

税　　務 34 36 31 27 25 24 21 21 ▲ 13

農林水産 28 26 19 20 19 20 20 22 ▲ 6

商　　工 9 8 7 6 12 13 16 15 6

土　　木 37 33 28 18 14 13 13 14 ▲ 23

小　　計 212 202 164 151 148 149 149 149 ▲ 63

民　　生 136 141 131 113 108 105 104 100 ▲ 36

衛　　生 51 50 41 39 33 33 33 30 ▲ 21

小　　計 187 191 172 152 141 138 137 130 ▲ 57

399 393 336 303 289 287 286 279 ▲ 120

78 72 54 40 38 37 38 37 ▲ 41

477 465 390 343 327 324 324 316 ▲ 161

20 19 15 12 11 10 10 9 ▲ 11

25 22 21 18 19 20 18 17 ▲ 8

45 41 36 30 30 30 28 26 ▲ 19

522 506 426 373 357 354 352 342 ▲ 180

職員数（各年４月１日現在）

普
　
　
通
　
　
会
　
　
計

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政

福
祉
関
係

一般行政部門計

教　　 　育

普通会計　計

総合計

公
営
企
業
等

会
計

水　　道

そ の 他

公営企業等会計　計

部 門

区 分
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（５）保育所児童数の推移 （各年度３月 31 日現在）                          （単位：人） 

 

年度

年齢 0 1 2 3 4 5 合計 0 1 2 3 4 5 合計 0 1 2 3 4 5 合計

夷隅こども園 9 13 26 36 39 37 160 10 19 19 42 37 38 165 6 17 27 32 38 37 157

第一保育所 3 14 17 29 21 32 116 7 11 23 28 35 20 124 8 8 16 33 28 36 129

第二保育所 2 6 12 16 28 22 86 4 6 8 14 15 28 75 2 7 9 13 16 14 61

東海保育所 5 13 11 17 15 15 76 4 6 16 16 17 15 74 3 6 7 19 17 17 69

東保育所 3 5 6 14 15 13 56 4 5 10 11 14 15 59 0 5 6 11 10 13 45

浪花保育所 3 3 8 12 9 7 42 2 8 4 11 12 9 46 1 5 10 5 11 11 43

長者保育所 5 7 13 13 21 33 92 3 9 12 21 16 22 83 4 5 10 18 21 17 75

中根保育所 4 8 6 13 18 10 59 3 5 13 9 17 18 65 3 5 11 22 11 17 69

太東保育所 6 12 16 42 23 36 135 11 15 18 22 44 23 133 9 19 21 23 24 43 139

古沢保育所 3 4 6 19 8 17 57 0 5 8 13 19 8 53 4 1 8 11 13 19 56

合  計 43 85 121 211 197 222 879 48 89 131 187 226 196 877 40 78 125 187 189 224 843

H27 H28 H29

 

年度

年齢 0 1 2 3 4 5 合計 0 1 2 3 4 5 合計

夷隅こども園 9 13 18 35 35 42 152 12 16 19 32 38 36 153

第一保育所 6 14 16 29 32 27 124 4 14 19 22 30 33 122

第二保育所 8 3 13 11 11 16 62 1 13 10 15 12 12 63

東海保育所 3 8 7 9 19 18 64 6 9 12 13 9 19 68

東保育所 0 2 12 11 10 9 44 3 1 2 13 10 10 39

浪花保育所 2 3 5 11 5 11 37 1 5 2 4 11 5 28

長者保育所 5 12 10 13 18 20 78 6 12 12 14 13 18 75

中根保育所 6 5 8 12 21 11 63 1 11 11 9 14 23 69

太東保育所 6 11 35 33 26 23 134 6 12 20 39 32 26 135

古沢保育所 2 4 3 10 11 13 43 1 5 11 3 10 11 41

合  計 47 75 127 174 188 190 801 41 98 118 164 179 193 793

H30 R１
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（６）１０年間の年度別職員数の目標                                   （単位：人） 

令和３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年 １１年 １２年 １３年 R13-R3

350 350 348 343 340 330 329 328 328 327 300 ▲ 50

一般行政部門 286 286 284 279 276 266 265 264 264 263 239 ▲ 47

（うち一般事務職等） 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 0

（うち地域市民局） 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 ▲ 19

（うち保育所） 71 71 69 64 61 51 50 49 49 48 43 ▲ 28

（うち保健師） 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0

教育部門 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 35 ▲ 3

小計 324 324 322 317 314 304 303 302 302 301 274 ▲ 50

特別会計 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0

水道会計 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0

小計 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 0

普
通
会
計

公
営
企
業
等
会
計

区分

総数
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（７）定員管理診断表抜粋                                          （単位：人） 

 

30 ． ４ ． １ 31 ． ４ ． １ R2.4.1 修正値 ×

現 在 現 在 増 減 現 在 増 減 住基人口 超 過 数

職 員 数 職 員 数 職 員 数 10,000

A B B-A C C-B D B-D

議会 議会 4 4 4 5 ▲ 1

総務一般 22 24 2 24 42 ▲ 18

会計出納 5 4 ▲ 1 4 5 ▲ 1

管財 6 3 ▲ 3 3 5 ▲ 2

職員研修所

行政委員会 4 3 ▲ 1 3 4 ▲ 1

企画開発 11 11 8 ▲ 3 10 1

住民関連一般 8 8 9 1 6 2

防災 9 8 ▲ 1 8 5 3

広報広聴 1 3 2 3 3

戸籍等窓口 9 11 2 11 12 ▲ 1

県（市）民センター等施設

その他

税務 税務 24 21 ▲ 3 21 22 ▲ 1

民生一般 21 23 2 23 11 12

福祉事務所 5 5 5 26 ▲ 21

児童相談所等

保育所 75 72 ▲ 3 69 ▲ 3 42 30

老人福祉施設

その他の社会福祉施設

各種年金保険関係 4 4 3 ▲ 1 2 2

旧地域改善対策

衛生一般 1 1 ▲ 1 13 ▲ 12

市町村保健センター等施設 14 14 14 15 ▲ 1

保健所

と畜検査

試験研究養成機関

医療施設

火葬場墓地

公害 2 1 ▲ 1 1 2 ▲ 1

清掃一般　　　　 4 5 1 4 ▲ 1 4 1

ごみ収集 4 3 ▲ 1 3 5 ▲ 2

ごみ処理 5 4 ▲ 1 3 ▲ 1 4

し尿収集

し尿処理

環境保全 4 5 1 5 3 2

労働一般

職業能力開発校

勤労センター等施設

小　部　門

労働 労働

民生 民生

衛生

衛生

清掃

大
部
門

中
部
門

総務
・

企画

総務一般

住民関連
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30 ． ４ ． １ 31 ． ４ ． １ R2.4.1 修正値 ×

現 在 現 在 増 減 現 在 増 減 住基人口 超 過 数

職 員 数 職 員 数 職 員 数 10,000

A B B-A C C-B D B-D

農業一般 14 16 2 18 2 24 ▲ 8

試験研究養成機関

林業一般 3 2 ▲ 1 2 4 ▲ 2

試験研究養成機関

水産業一般 2 1 ▲ 1 1 3 ▲ 2

漁港 1 1 1 2 ▲ 1

試験研究養成機関

商工一般 7 6 ▲ 1 6 6

中小企業指導

試験研究養成機関

観光 6 10 4 9 ▲ 1 8 2

土木一般 8 10 2 11 1 18 ▲ 8

用地買収 1 ▲ 1

港湾・空港・海岸

建築 1 1 1 6 ▲ 5

都市計画一般 2 2 2 5 ▲ 3

都市公園 1 ▲ 1

ダム

下水

教育一般　 12 12 12 16 ▲ 4

教育研究所等

社会教育一般 4 4 4 7 ▲ 3

文化財保護 1 1 1 4 ▲ 3

公民館 11 12 1 11 ▲ 1 6 6

その他の社会教育施設

保健体育一般 5 5 5 5

給食センター 3 3 3 6 ▲ 3

保健体育施設 1 1 1 3 ▲ 2

小学校

中学校

特別支援学校（小・中学部）

高等学校

大学・短期大学

特別支援学校（高等部）

幼稚園

その他

消防 消防

　（注）　B、D欄は、平成31年4月1日現在職員を配置しているところのみ記入する。

その他の
学校教育

商工
商工

土木

土木

大
部
門

中
部
門

小　部　門

農林
水産

農業

林業

水産業

都市計画

教育

教育一般

社会教育

保健体育

義務教育

 


